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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第95期

第２四半期連結
累計期間

第95期
第２四半期連結
会計期間

第94期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 99,338 50,852 193,238

経常利益（百万円） 4,376 1,923 9,846

四半期（当期）純利益（百万円） 1,456 916 4,238

純資産額（百万円） － 121,324 123,926

総資産額（百万円） － 233,851 235,290

１株当たり純資産額（円） － 569.43 581.85

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
6.86 4.32 19.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
6.15 3.87 17.89

自己資本比率（％） － 51.7 52.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
10,016 － 19,590

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△8,257 － △16,653

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△62 － △1,506

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 13,944 12,304

従業員数（人） － 4,627 4,601

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 4,627  

（注）１．従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であります。

　２．臨時雇用者数については従業員数の10％に満たないため、記載を省略しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,893  

（注）１．従業員数は就業人員(当社から社外への出向者は除き、社外から当社への出向者を含む。また、嘱託及び派遣社員

は含んでいない。)であります。

　　　２．臨時雇用者数については従業員数の10％に満たないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を、事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

ガラス事業 16,011

化成品事業 17,419

合計 33,431

（注）１．金額は平均販売価格により、消費税等は含まれておりません。また振替製品として自家消費されたものは

含まれておりません。

２．当社グループ（当社及び連結子会社）の生産・販売品目は、広範囲かつ多種多様のため販売価格による生

産高を正確に把握することが困難なため概算値で表示しております。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は原則として、受注生産方式を採用しておりません。

(3）販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を、事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

ガラス事業 28,156

化成品事業 22,695

合計 50,852

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。

相手先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（百万円） 割合（％）

丸石製薬株式会社 5,283 10.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

セントラル硝子株式会社(E00769)

四半期報告書

 4/36



２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績　

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国経済の悪化や原油

価格をはじめとする原燃料価格高騰により企業収益が減少し、また設備投資や個人消費の低迷など、景気は減速傾

向に推移しました。

　このような経済状況のもとで、当社グループは積極的な販売活動を展開いたしました結果、当第２四半期連結会計

期間の売上高は50,852百万円となりました。

損益面につきましては、経営全般にわたる業務の効率化・合理化施策を推進してまいりました結果、営業利益は

2,152百万円、経常利益は、1,923百万円となり、四半期純利益は、916百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

＜ガラス事業＞

　建築用ガラスにつきましては、国内の建築需要が低迷し、出荷が低調に推移しました。

　自動車向け加工ガラスにつきましては、海外子会社において出荷が低調に推移しましたが、国内は自動車生産台数

の増加により出荷が堅調に推移しました。

　電子産業向けファインガラスにつきましては、タッチパネルやプラズマディスプレイテレビ関連、液晶関連製品の

出荷が低調に推移しました。

　以上ガラス事業の売上高は28,156百万円となり、原燃料価格の上昇などにより1,293百万円の営業損失となりまし

た。

＜化成品事業＞

化学品につきましては、価格改定が浸透し、ファインケミカルにつきましては、医薬関連製品や半導体、液晶関連

産業向け特殊ガス製品の出荷が堅調に推移しました。また昨年度から販売を開始しました半導体リソグラフィー関

連製品も順調に実績を伸ばしております。

　肥料につきましては、出荷が堅調に推移し、販売価格も大幅に上昇しました。

　ガラス繊維につきましては、出荷が堅調に推移しました。

　以上化成品事業の売上高は22,695百万円となり、営業利益は3,454百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

＜日本＞

日本での売上高は、45,271百万円となり、営業利益は1,933百万円となりました。

なお、売上高にはセグメント間の内部売上高は含んでおりません。

＜その他の地域＞

その他の地域での売上高は、5,581百万円となり、営業利益は211百万円となりました。

なお、売上高にはセグメント間の内部売上高は含んでおりません。
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（２）キャッシュ・フロー　

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前四半期連結会計期間末に比較しまして

869百万円減少の13,944百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、税金等調整前四半期純利益や減価償却費など

により4,019百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、有形固定資産の取得による支出などにより

5,726百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は、新規の借入れなどにより763百万円となりま

した。
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（３）対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。　

①　基本方針について

  　　（イ）基本方針の内容

　当社は、当社株主は市場における自由な取引を通じて決定されるものと考えております。従って、当社の支配権

の移転を伴うような買付けの提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づいて行われるも

のと考えております。

　しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、ⅰ買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値又は

当社株主の皆様共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、ⅱ当社株主の皆様に株式の売却を

事実上強要するおそれがあるもの、ⅲ当社に、当該大規模買付者（下記②（イ）に定義される。）が提示する買収

提案や事業計画等に代替する事業計画等（以下、「代替案」という。）を提示するために合理的に必要となる期

間を与えることなく行われるもの、ⅳ当社株主の皆様に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされ

る情報を十分に提供することなく行われるもの、ⅴ買付けの条件等（対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの

方法の適法性、買付けの実行の蓋然性等）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当なもの、ⅵ当社の持続的

な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、工場・生産設備が所在する地域社会などの利

害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益に反する重大な影響を及ぼすものも想定

されます。当社としては、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を最大化すべきとの観点に照らし、このよう

な大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考

えております。

　そこで、当社が生み出した利益を株主の皆様に還元していくことで企業価値ないし株主の皆様共同の利益を最

大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じ当社株主となられた方々にお支え頂くことを原則とし

つつも、当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式（以下、「支配株式」という。）の取得を目指す者及び

そのグループの者（以下、「買収者等」という。）による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は

株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価

値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針とします。

  　　（ロ）基本方針策定の背景

　当社の事業は、建築用ガラス、自動車産業向け加工ガラス、電子産業向けファインガラス等の製造、販売等を行う

ガラス事業、及び、化学品、肥料、ガラス繊維、ファインケミカル製品の製造、販売等を行う化成品事業から構成さ

れており、当社の経営には、昭和11年の会社設立以来蓄積された専門知識・経験・ノウハウ、及び、国内外の顧客、

取引先等のステークホルダーとの間に築かれた長期的取引関係への理解が不可欠であります。また、当社は、電子

産業向けファインガラス及びファインケミカル製品を中心とした成長分野である高機能、高付加価値製品分野へ

の経営資源の重点的な投入により、中長期的な視点から企業価値を増大させるべく努めることとしており、この

ような当社の事業特性に対する理解なくしては当社の企業価値を向上していくことは困難であり、また、濫用的

な買収等を未然に防ぎ、中長期的な観点からの安定的な経営を行うことが必須であると考えております。

　当社としては、生産販売体制の強化と原価低減の推進など経営全般にわたる効率化を進め、基幹事業における構

造改革を推進するとともに、研究開発及び技術開発を強化し、成長分野への経営資源の重点的な投入を行い、当社

財産の有効な活用、適切な企業集団の形成、グループ企業力の強化に取り組んでおります。

　しかしながら、昨今、新しい法制度の整備や資本市場の情勢、経済構造・企業文化の変化等を背景として、対象と

なる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付けを強行するといった動きが散見されるよ

うになり、場合によっては上記の取引関係や経営資源、適切な企業集団の形成等に基づく当社の持続的な企業価

値の維持及び向上が妨げられるような事態が発生する可能性も否定できない状況となってきております。

　当社としては、このような動きに鑑み、買収者等が現われる事態を常に想定しておく必要があるものと考えま

す。もとより、当社としては、あらゆる支配株式の取得行為に対して否定的な見解を有するものではありません。

　以上の事情を背景として、当社は上記（イ）のとおり基本方針を策定しました。
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②　本対応方針の内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み）について

（イ）本対応方針導入の目的について

　当社は、上記①のとおり、買収者等に対して、場合によっては何らかの措置を講ずる必要が生じ得るものと考え

ますが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却するか否かの判断や、買収者等に対して会社の経営を

委ねることの是非に関する最終的な判断は、基本的には、個々の株主の皆様の意思に委ねられるべきものだと考

えております。

　しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行って頂くためには、その前提として、上記のような当社固有の事業

特性や当社及び関係会社の歴史を十分に踏まえて頂いた上で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉

につき適切な把握をして頂くことが必要であると考えます。そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当

社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、買収者等から提供

される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、株主の皆様が適切な判断を行われるために、当社固有の事

業特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該買収者等による支配株式の取得行為に

対する当社取締役会の評価・意見や、場合によっては当社取締役会によるそれを受けた新たな提案を踏まえて頂

くことが必要であると考えます。

　したがって、当社としては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析し、検討して頂くための十分な時

間を確保することが非常に重要であると考えております。

　以上の見地から、当社は、上記①の基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者（以

下、「大規模買付者」という。）に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・検討のた

めの期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断され

ること、当社取締役会が、特別委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主

の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もっ

て基本方針に照らして不適切な者（具体的には当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の大規模買付者

並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行

動する者として当社取締役会が認めた者等をいう。）によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組みの一つとして、本対応方針の導入が必要であるとの結論に達しました。

　本対応方針の導入に際しては、第93回定時株主総会において、承認頂き、株主の皆様の意思を確認しております。

③　本対応方針の合理性について

　本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表しました「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を以下のとおり充足しており、高度な合理性を有

するものであります。

（イ）企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上

　本対応方針は、上記②（イ）記載のとおり、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の

提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主

の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が特別委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の

意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行う

こと等を可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を目的として、導入される

ものであります。

（ロ）事前の開示

　当社は、株主及び投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適正な選択の機会を確保す

るために、本対応方針を予め開示するものであります。

　また、当社は今後も、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って必要に応じて適時適切な開示を行います。

（ハ）株主意思の重視

　当社は、本対応方針は株主の皆様の承認が得られることを条件にその効力が発生するものとすることで、その導

入についての株主の皆様の意思を反映させることとし、本対応方針の導入に関する承認議案を第93回定時株主総

会に付議し、承認を得ました。

（ニ）外部専門家の意見の取得

　当社取締役会は、大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うに

際しては、必要に応じて、外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ます。

これにより当社取締役会の判断の客観性及び合理性が担保されることになります。
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（ホ）特別委員会の設置

　当社は、本対応方針の必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のために本対応方針が濫用されることを防止す

るために、特別委員会を設置し、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、且つ、当

社取締役会の恣意的な判断を排除するために、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。

（ヘ）ガイドラインの設定

　当社は、本対応方針における各手続において当社取締役会による恣意的な判断や処理がなされることを防止し、

また、手続の透明性を確保すべく、客観的な要件を織り込んだ内部基準として、ガイドラインを設けます。ガイド

ラインの制定により、対抗措置の発動、不発動又は中止に関する判断の際に拠るべき基準が客観性・透明性の高

いものとなり、本対応方針につき十分な予測可能性が付与されることになります。

（ト）デッドハンド型買収防衛策等ではないこと

　本対応方針は、当社の株主総会又は株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によってい

つでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させ

てもなお、発動を阻止できない買収防衛策）、又は、取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、

発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策ではありません。

（４）研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,625百万円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の除却につい

て完了したものは、次のとおりであります。

　①除却

当社において、前四半期連結会計期間末において計画中であった川崎工場のソーダ電解製品製造設備の除却に

ついては、平成20年８月に完了しました。

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、多種多様な製品を生産しており、設備の新設・更新等の計画の内容も多

岐にわたっております。そのため、各セグメントごとの全容をより明確にするため、事業の種類別セグメントごとの

数値を開示する方法によっております。

　前連結会計年度末において当連結会計年度の設備投資の金額20,000百万円（ガラス事業7,000百万円、化成品事業

13,000百万円）を計画しておりましたが、経済動向、業績動向、資金計画などを勘案し、当第２四半期連結会計期間末

における当連結会計年度の設備投資の金額は17,000百万円に変更しております。

　事業の種類別のセグメントごとの内訳は次のとおりであります。

事業の種類別

セグメントの名称

当連結会計年度

設備投資計画金額

（百万円）

当第２四半期

連結会計期間

設備投資金額

（百万円）

当第２四半期

連結累計期間

設備投資金額

（百万円）

設備等の主な

内容・目的

資金調達

方法

 ガラス 5,000 1,202 1,829

板ガラス・加工ガ

ラス生産設備の拡

充・更新等 

自己資金

 化成品 12,000 3,562 5,753

 ファインケミカル

製品等生産設備の

新設・拡充・更新

等

自己資金 

 合計 17,000 4,764 7,582  　

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 867,944,000

計 867,944,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 214,879,975 214,879,975

東京証券取引所

大阪証券取引所

　（各市場第一部）

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式

計 214,879,975 214,879,975 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次の通りであります。

　　平成16年10月20日取締役会決議
 

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 20,000

新株予約権の数（個） 20,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 24,691,358

新株予約権の行使時の払込金額（円） 810

新株予約権の行使期間 自　平成16年12月１日

至　平成22年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

810

405

新株予約権の行使の条件 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後

本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予

約権の一部については、行使請求することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項 本社債は旧商法第341条ノ２第４項の定めにより、本新株予

約権又は社債の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 本社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社

債の社債権者から各本社債の全額の償還に代えて各本新株

予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とす

る請求があったものとみなす。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
－ 214,879 － 18,168 － 8,075

（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－１１ 12,100 5.63

みずほ信託退職給付信託
みずほコーポレート銀行口再信託受
託者資産管理サービス信託

東京都中央区晴海１－８－１２ 8,295 3.86

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町２－１１－３ 8,283 3.85

ノーザン　トラスト　カンパニー（エ
イブイエフシー）サブ　アカウント　
アメリカン　クライアント

 （常任代理人　香港上海銀行東京支

店）

50 BANK STREET CANARY WH
ART LONDON E145NT UK
（東京都中央区日本橋３－１１－１）

5,888 2.74

 日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海１－８－１１ 5,868 2.73

みずほ信託退職給付信託
山口銀行口再信託受託者
資産管理サービス信託

東京都中央区晴海１－８－１２ 4,300 2.00

 三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２－２７－２ 3,734 1.74

ザ　チェース　マンハッタン　バンク　
エヌエイ　ロンドン　エス　エル　オム
ニバス　アカウント
（常任代理人　株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務室）

WOOLGATE HOUSE,
 COLEMAN STREET 
 LONDONEC2P 2HD, ENGLAND
（東京都中央区日本橋兜町６－７）

3,493 1.63

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 3,241 1.51

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（中央三井信託銀行退職給
付信託口）

東京都中央区晴海１－８－１１ 3,149 1.47

計 － 58,351 27.16

　(注)  １．共同保有者であるGoldman Sachs Asset Management,L.P.、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株

式会社並びにGoldman Sachs Internationalから、平成20年６月５日付で変更報告書の写しの送付（報告義務発生

日平成20年５月30日）があり、それぞれ次の通り株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含

めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

株券保有割合
（％）

Goldman Sachs Asset Mana

gement,L.P.

32 Old Slip,New York,New York,10005

 U.S.A.
株式　 7,187 3.34

ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント株式会

社

東京都港区六本木６－１０－１　六本木ヒル

ズ森タワー
株式 　2,716 1.26
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氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

株券保有割合
（％）

Goldman Sachs International
Peterborough Court,133 Fleet Street,

London EC4A 2BB UK
株式 　  375 0.17

　　　  ２．シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッドから、平成20年10月16日付で大量保有報

告書の写しの送付（報告義務発生日平成20年10月10日）及び平成20年10月30日付で変更報告書の写しの送付

（報告義務発生日平成20年10月27日）があり、次の通り株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当

社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況

には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

株券保有割合
（％）

シルチェスター・インターナ

ショナル・インベスターズ・

リミテッド

英国ロンドン　ダブリュー１ジェイ　

６ティーエル、ブルトン　ストリート１、

 タイムアンドライフビル５階

株式　13,074 6.08
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 2,878,000 ―

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式

完全議決権株式（その他）(注) 普通株式 210,747,000 210,747　 同上

単元未満株式 普通株式   1,254,975 ― 同上

発行済株式総数 214,879,975 ― ―

総株主の議決権 ― 210,747　 ―

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権の数2個）含まれており

ます。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

セントラル硝子株

式会社

山口県宇部市大字沖宇

部5253番地
2,561,000 －　 2,561,000 1.19

宇部吉野石膏株式

会社

山口県宇部市大字沖宇

部5254番地11
317,000 　－　 317,000 0.15

計 ― 2,878,000 －　　 2,878,000 1.34
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 436 448 452 442 432 435

最低（円） 372 374 400 387 393 333

　（注）株価の最高・最低は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,131 12,359

受取手形及び売掛金 44,915 47,273

商品及び製品 21,599 19,598

仕掛品 3,072 4,132

原材料及び貯蔵品 8,300 6,806

その他 4,662 4,843

貸倒引当金 △323 △346

流動資産合計 96,358 94,666

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 25,818

※1
 25,719

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 35,542

※1
 34,550

土地 23,850 24,012

建設仮勘定 5,474 6,215

その他（純額） ※1
 3,303

※1
 3,362

有形固定資産合計 93,989 93,860

無形固定資産

のれん 1,572 2,673

その他 2,854 2,972

無形固定資産合計 4,426 5,646

投資その他の資産

投資有価証券 33,805 36,350

その他 5,782 5,283

貸倒引当金 △511 △516

投資その他の資産合計 39,076 41,117

固定資産合計 137,493 140,623

資産合計 233,851 235,290
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 21,327 21,606

短期借入金 24,836 21,397

未払法人税等 2,491 1,087

賞与引当金 1,534 1,477

事業構造改善引当金 － 584

その他 19,904 20,465

流動負債合計 70,093 66,618

固定負債

社債 20,400 20,400

長期借入金 4,118 6,692

退職給付引当金 10,605 10,634

役員退職慰労引当金 196 229

特別修繕引当金 6,177 5,903

環境対策引当金 182 182

その他 753 703

固定負債合計 42,433 44,745

負債合計 112,527 111,364

純資産の部

株主資本

資本金 18,168 18,168

資本剰余金 8,117 8,117

利益剰余金 91,434 92,226

自己株式 △1,695 △1,689

株主資本合計 116,024 116,823

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,482 7,964

繰延ヘッジ損益 64 △4

為替換算調整勘定 △1,762 △1,324

評価・換算差額等合計 4,784 6,634

少数株主持分 514 468

純資産合計 121,324 123,926

負債純資産合計 233,851 235,290
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 99,338

売上原価 75,382

売上総利益 23,955

販売費及び一般管理費 ※1
 19,947

営業利益 4,007

営業外収益

受取利息 36

受取配当金 384

その他 1,139

営業外収益合計 1,560

営業外費用

支払利息 343

持分法による投資損失 157

固定資産廃棄損 322

その他 367

営業外費用合計 1,191

経常利益 4,376

特別利益

投資有価証券売却益 8

貸倒引当金戻入額 51

事業構造改善引当金戻入額 34

特別修繕引当金戻入額 99

特別利益合計 193

特別損失

投資有価証券売却損 2

投資有価証券評価損 24

ゴルフ会員権評価損 2

減損損失 ※2
 218

特別損失合計 248

税金等調整前四半期純利益 4,321

法人税等 2,794

少数株主利益 71

四半期純利益 1,456
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 50,852

売上原価 38,682

売上総利益 12,170

販売費及び一般管理費 ※1
 10,018

営業利益 2,152

営業外収益

受取利息 29

受取配当金 23

その他 628

営業外収益合計 682

営業外費用

支払利息 172

持分法による投資損失 94

為替差損 275

固定資産廃棄損 215

その他 154

営業外費用合計 911

経常利益 1,923

特別利益

投資有価証券売却益 8

貸倒引当金戻入額 51

特別修繕引当金戻入額 99

特別利益合計 158

特別損失

投資有価証券売却損 2

投資有価証券評価損 24

ゴルフ会員権評価損 2

減損損失 ※2
 1

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純利益 2,050

法人税等 1,102

少数株主利益 31

四半期純利益 916
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,321

減価償却費 6,616

減損損失 218

のれん償却額 190

引当金の増減額（△は減少） △395

受取利息及び受取配当金 △421

支払利息 343

持分法による投資損益（△は益） 157

投資有価証券評価損益（△は益） 24

投資有価証券売却損益（△は益） △5

固定資産売却損益（△は益） △4

固定資産廃棄損 322

ゴルフ会員権評価損 2

売上債権の増減額（△は増加） 2,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,595

仕入債務の増減額（△は減少） △227

未払消費税等の増減額（△は減少） 339

未払費用の増減額（△は減少） △310

その他 87

小計 10,997

利息及び配当金の受取額 421

利息の支払額 △325

法人税等の支払額 △1,076

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △157

定期預金の払戻による収入 25

有形固定資産の取得による支出 △6,992

有形固定資産の売却による収入 10

投資有価証券の取得による支出 △347

投資有価証券の売却による収入 262

その他 △1,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 649

長期借入れによる収入 955

長期借入金の返済による支出 △362

自己株式の取得による支出 △11

配当金の支払額 △1,273

少数株主への配当金の支払額 △23

その他 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △62

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,639

現金及び現金同等物の期首残高 12,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 13,944
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1) 連結の範囲の変更　

　第１四半期連結会計期間より、連結子会社である三重硝子工業㈱は連結子会社であった

関西加工硝子㈱を吸収合併しております。連結子会社であった東京セントレックス㈱は、

連結子会社であったセントレックス関東㈱、セントレックス千葉㈱及びセントラルガラ

スサービス㈱を吸収合併し、セントラル硝子東京㈱と商号変更しております。連結子会社

であったセントレックス東海㈱は、セントレックス静岡㈱及びセントレックス長野㈱を

吸収合併し、セントラル硝子中部㈱と商号変更しております。

(2) 変更後の連結子会社の数

　　32社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原

価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主と

して総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。

　これにより従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ780百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。

　これにより、期首利益剰余金を969百万円減額しております。また、従来の方法によっ

た場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(3) 「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

審議会第一部会　企業会計基準第13号　平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（日本公認会計士協会　会計制度委員会　企業会計基準適用

指針第16号　平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度

に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、平成

20年４月１日以降にリース取引開始となる契約からこれらの会計基準等を適用し、通

常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

　この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。

２．固定資産の減価償却の算

定方法　

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているた

め、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法により算定しております。

　一部の連結子会社は、定率法を採用している資産について、連結会計年度に係る減価償

却費の額を期間按分する方法により算定しております。

３．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　一般債権の貸倒見積高の算定に関しては、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等

が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計

年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

４．法人税等及び繰延税金資

産及び繰延税金負債の算定

方法

　一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税

額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において

使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．税金費用の計算 　当社の税金費用については、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半期連結

会計期間より、従来、機械装置の耐用年数を硝子事業は14年、化成品事業は７年を主としておりましたが、硝子事業は９

年、化成品事業は８年に変更しております。

　これにより従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は115百万円、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益はそれぞれ116百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

243,708百万円

　２　保証債務　

　  　　連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入に対

する連帯保証債務

　 （百万円）

(協)徳島ウッドテック 1,772

その他1件 14　

合計 1,787

※１　有形固定資産の減価償却累計額

240,053百万円

　２　保証債務　

　  　　連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入に対

する連帯保証債務

　 （百万円）

(協)徳島ウッドテック       1,772

その他1件 15　

合計 1,788
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（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

販売運賃及び諸掛      7,417百万円

従業員給与等 4,809

賞与引当金繰入額 472

退職給付引当金繰入額 393

役員退職慰労引当金繰入額 2

※２　減損損失

　　　 当第２四半期連結累計期間において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

三重県

志摩市　他
保養所

建物及び

構築物　他 

千葉県

銚子市
遊休資産 土地 

 当社グループは、事業用資産については事業の種類

別セグメントを基礎とした事業の関連性により、また、

遊休資産等については個別物件単位でグルーピングを

行っております。

　当第２四半期連結累計期間において、保養所閉鎖の決

定に伴い、当該保養所の帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（217百万円）として特

別損失に計上しております。

　その内訳は、建物及び構築物197百万円、土地等19百万

円であります。

  また、将来の使用が見込まれていない遊休の土地に

関して、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（1百万円）として特別損失に計上して

おります。

　なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額によ

り測定しており、土地については主として相続税評価

額、その他の資産についてはゼロ評価としております。
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当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

販売運賃及び諸掛      3,313百万円

従業員給与等 2,429

貸倒引当金繰入額 △7

賞与引当金繰入額 306

退職給付引当金繰入額 189

役員退職慰労引当金繰入額 0

※２　減損損失

　　　 当第２四半期連結会計期間において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

千葉県

銚子市
遊休資産 土地 

 当社グループは、事業用資産については事業の種類

別セグメントを基礎とした事業の関連性により、また、

遊休資産等については個別物件単位でグルーピングを

行っております。

　当第２四半期連結会計期間において、将来の使用が見

込まれていない遊休の土地に関して、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1百万

円）として特別損失に計上しております。

  なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額によ

り測定しており、土地については主として相続税評価

額としております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　(平成20年９月30日現在)

現金及び預金勘定   14,131百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
 △187百万円

現金及び現金同等物  13,944百万円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 214,879,975株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  2,719,907株

３．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年５月20日
取締役会

普通株式 1,273 6.00  平成20年３月31日  平成20年６月30日
利益剰余

金

　（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年11月14日
取締役会

普通株式 1,272 6.00  平成20年９月30日  平成20年12月10日
利益剰余

金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 
ガラス事業
（百万円）

化成品事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 28,156 22,695 50,852 － 50,852

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,413 607 3,020 (3,020) －

計 30,569 23,303 53,873 (3,020) 50,852

営業利益又は営業損失（△） △1,293 3,454 2,160 (8) 2,152

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
ガラス事業
（百万円）

化成品事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 53,245 46,092 99,338 － 99,338

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,467 1,314 4,781 (4,781) －

計 56,712 47,407 104,119 (4,781) 99,338

営業利益又は営業損失（△） △2,698 6,698 3,999 (△8) 4,007

　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、製造方法及び販売市場の類似性により「ガラス事業」と「化成品事業」とに区分して

おります。

２．各事業区分の主要製品

ガラス事業…建築用ガラス、自動車用ガラス、ファインガラス等

化成品事業…化学品、ファインケミカル、肥料、ガラス繊維等

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用し

ております。これにより従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間については、ガラス事

業で営業損失が271百万円増加し、化成品事業で営業利益が508百万円減少しております。

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半

期連結会計期間より、従来、機械装置の耐用年数を硝子事業は14年、化成品事業は７年を主としておりました

が、硝子事業は９年、化成品事業は８年に変更しております。これにより従来の方法によった場合と比較して、

当第２四半期連結累計期間については、ガラス事業で営業損失が256百万円増加し、化成品事業で営業利益が

141百万円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　
日本

（百万円）
その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高  　    

(1) 外部顧客に対する売上高 45,271 5,581 50,852 － 50,852

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
813 89 902 (902) －

計 46,084 5,671 51,755 (902) 50,852

営業利益 1,933 211 2,144 (△7) 2,152

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　
日本

（百万円）
その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高  　    

(1) 外部顧客に対する売上高 88,799 10,539 99,338 － 99,338

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,544 140 1,685 (1,685) －

計 90,343 10,679 101,023 (1,685) 99,338

営業利益 3,577 427 4,004 (△2) 4,007

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　その他の地域…米国、台湾等

３．会計処理の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用し

ております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、

日本で780百万円減少しております。

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半

期連結会計期間より、従来、機械装置の耐用年数を硝子事業は14年、化成品事業は７年を主としておりました

が、硝子事業は９年、化成品事業は８年に変更しております。これにより従来の方法によった場合と比較して、

当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で115百万円減少しております。
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【海外売上高】

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 北米 アジア 欧州
その他
の地域

計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 5,669 2,783 3,781 609 12,844

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 50,852

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
11.2 5.5 7.4 1.2 25.3

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 北米 アジア 欧州
その他
の地域

計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 10,506 5,663 7,040 1,062 24,273

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 99,338

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
10.6 5.7 7.1 1.0 24.4

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)北米……………米国、カナダ

(2)アジア…………台湾、韓国、中国、シンガポール等

(3)欧州……………イギリス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー等

(4)その他の地域…アルゼンチン、コロンビア等

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

　著しい変動がないため、記載しておりません。

（デリバティブ取引関係）

　著しい変動がないため、記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 569.43 円 １株当たり純資産額 581.85 円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 6.86 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
6.15 円

１株当たり四半期純利益金額 4.32 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
3.87 円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 1,456 916

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,456 916

期中平均株式数（千株） 212,175 212,170

　   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） －　 －　

（うち支払利息（税額相当額控除後）） （－）　 （－）　　

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） （－）　　 （－）　　

普通株式増加数（千株） 24,691 24,691

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　著しい変動がないため、記載しておりません。
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２【その他】

①決算日後の状況

　特記事項はありません。

②訴訟

当社は米国のアボットラボラトリーズとともに（以下合わせて「当方」という）米国のバクスター・ヘルス

ケア・コーポレーション（以下「同社」という）に対して、同社が全身吸入麻酔剤セボフルランの輸入承認を取

得したことから、同社製品が当方の特許を侵害しているとして、日本における同社製品の輸入、販売の禁止を求め

る訴えを平成17年５月30日に東京地裁に起こし、平成18年９月28日に「当方の訴えを認める」との判決を得まし

た。それに対し、同社はこれを不服として控訴しました。

なお、同社との係争は米国でも進行中であり、平成14年３月21日の第一審判決、及び上級審での差戻し後の平成

17年９月26日のイリノイ地裁判決においても同社の特許侵害を証明するには至らず敗訴となり、再度上級裁判所

に提訴しましたが平成18年11月９日に棄却となりました。当方はこれを不服として、さらなる法的措置を検討中

であります。

一方、同製品に関わる他の特許に関しても、同社が特許を侵害しているとして提訴しており、現在係争中であり

ます。

当方は、同社が当方特許を侵害していると確信しておりますが、現時点では結果を予想することは困難であり

ます。

③配当について

　平成20年11月14日開催の取締役会において、当期中間配当を次のとおりを決議しました。

　(イ)中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　　1,273百万円

　(ロ)１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　6円00銭

　(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日　　 平成20年12月10日

　(注)平成20年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、支払を行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月14日

セントラル硝子株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 池谷　修一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 野口　昌邦　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 木下　洋　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているセントラル硝子株式

会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、セントラル硝子株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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